
図３ Board Incentive Plan (BIP) 信託の仕組み 

【旧制度】 

 

① 当社は取締役会において本制度の継続を決議しております。なお、当社は本制度に関する株式

交付規程を制定済です。 

② 2016 年株主総会の決議により承認を受けた範囲内で金銭の追加信託を行い、受益者要件を満た

す取締役等を受益者とする信託（以下「本信託」という。）の期間を延長します。 

③ 本信託は、信託管理人の指図に従い、②で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場か

ら取得します。本信託が取得する株式数は、2016 年株主総会の承認決議の範囲内とします（但し、

2022～2023 年度については、新制度の拠出上限の 50 億円となります）。 

④ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。 

⑤ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 

⑥ 信託期間中、毎事業年度における業績等に応じて、取締役等に一定のポイントが付与され、一定

の受益者要件を満たす取締役等は、取締役等の退任後に累積したポイント数に相当する当社株

式の交付を受けます（但し、在任期間が短い取締役等については、累積したポイント数の一定割

合に相当する当社株式の交付を受け、残りの当該ポイント数に相当する株式数の当社株式につ

いては、信託契約の定めに従い、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を受領しま

す）。また、上記取締役等は、あわせて本信託内の当社株式に関して支払われていた配当につい

ても、配当基準日におけるポイント数に応じた金銭を受領します。 

⑦ 信託期間中の毎事業年度の業績目標の未達等により、信託満了時に残余株式が生じた場合、信

託契約の変更および追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用する

か、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定

です。 

⑧ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した

信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分に

ついては当社および取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。 

 



【新制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当社は 2024 年株主総会において新制度の導入に関する役員報酬の承認決議を得ました。 

② 当社は新制度に関する株式交付規程を制定予定です。 

③ 当社は①における 2024 年株主総会の決議により承認を受けた範囲内で金銭を追加拠出し、受

益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定します。 

④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を株式市場又

は当社から取得します（原則、株式市場から取得するものとします）。本信託が取得する株式数

は、2024 年株主総会における承認決議の範囲内とします。 

⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。 

⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 

⑦ 信託期間中、毎事業年度の業績等に応じて、取締役等に一定のポイントが付与されます。一定

の受益者要件を満たす取締役等は、取締役等の退任後に累積したポイント数に相当する当社株

式の交付を受けます（但し、在任期間が短い取締役等については、累積したポイント数の一定割

合に相当する当社株式の交付を受け、残りの当該ポイント数に相当する株式数の当社株式につ

いては、信託契約の定めに従い、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を受領しま

す。）。また、上記取締役等は、あわせて本信託内の当社株式に関して支払われていた配当につ

いても、配当基準日のポイント数に応じた金銭を受領します。 

⑧ 信託期間中の毎事業年度の業績目標の未達等により、信託満了時に残余株式が生じた場合、

信託契約の変更及び追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用す

るか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予

定です。 

⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した

信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分に

ついては当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。 

 

 



図４ 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制システムの概要図 

（2024 年６月 21 日現在） 

 

 

図５ 適時開示報告体制の概要図 

 


